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Ⅰ はじめに－ＩＨＮＯの基本理念 

公益財団法人国際人材交流支援機構（ＩＨＮＯ）は、わが国における少子高齢化社会の進展と

グローバル経済の加速度的発展に伴う労働力供給環境の多様化という現状に鑑み、将来のわが

国そして世界の成長と発展を担うべき人材、すなわち、意欲あふれる若年の学生ないし留学生を

積極的に支援することにより、もって、わが国及び世界にとって有用な人材の育成に寄与すること

を使命とする団体です。 

特に、有用な人材に対して、奨学金プログラムの実施による支援を行うことにより、これらの人

材が有意義に学びかつ働く環境の創出に寄与して参ります。誰もが活躍できる社会創りに貢献す

ることが、私たちＩＨＮＯの基本理念です。 

今期も、上記基本理念を一層具体化するべく、諸事業を実施いたします。 

Ⅱ 基本方針 

本年度は、以下を中心に事業活動を行う予定です。 

① 学生ないし留学生の就学環境等の改善を支援するための奨学金の給付事業を引き続き実

施するとともに、当法人の行っている奨学金給付事業の普及を図るため、説明会を継続的に

開催するなどして、広報・啓発活動を行う。 

② 進路支援事業、グローバル人材の育成支援事業等に関しては、引き続き準備活動を行う。 

③ 法人運営・管理においては、コンプライアンスに努める。 

Ⅲ 事業計画 

ＩＨＮＯ定款第４条第１項においては、ＩＨＮＯが行う事業として、以下の６事業が列挙されており

ます。 

① 学生・留学生に対する奨学金の支給 

② 学生・留学生に対する進路（進学・就職）支援 

③ 学生・留学生に対する専門人材育成プログラムの開発 

④ グローバル人材の育成支援 

⑤ 将来活躍が期待される人材（学生・留学生）が学ぶための生活環境の支援 

⑥ その他ＩＨＮＯの目的達成に必要な事業 

以下、定款における上記各事業項目を中心に今期において実施する具体的な事業の計画を掲

げ、また、当法人運営・管理に関する事業計画についても併せて記載します。 

１ 奨学金給付事業（定款第４条第１項第１号） 

⑴ 奨学金の給付 

「ＩＨＮＯ奨学金給付規程」に基づくＩＨＮＯ奨学金プログラムを策定し、勉学に励み、かつ、勤労

に熱心に取り組む意欲あふれる学生又は留学生に対し、就学環境の改善を支援するため、適格
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性を有する者に対する奨学金の給付を行います。 

奨学金の給付は、まず、広く申請者を募集し、適格性を有する者に奨学金の受給資格を付与し

ます。この受給資格の付与に当たっては、本事業の理念・目的を理解し、関連する諸制度に精通

した委員によって構成される審査委員会において、当該申請者が審査基準を充たしているか否か

等奨学金受給資格を付与する適格性を有するか否かにつき、厳正かつ公正に審査をいたします。 

前期はコロナ禍でアルバイトができず、生活が困窮する学生が多く出たことを含め、学業に専

念し、アルバイトができない、顕著に成績優秀と認められた学生には、今期から定額制の奨学金

事業も実施します。 

今期は、奨学金受給資格を付与する者（奨学生）の目途を５００名とし、奨学生の募集は随時受

け付け、上記審査委員会については、原則として毎月１０日頃に開催することといたします。 

上記の審査により奨学金受給資格を付与された奨学生に対しては、さらに、毎月の稼働実績を

確認し、所定の実績のある奨学生に対しては、毎月、奨学金の給付を行います。この結果に基づ

き、奨学生に対する毎月の奨学金の給付は、原則として毎月１５日に実施いたします。 

⑵ 奨学金プログラム等についての広報・啓発 

IHNO 奨学金プログラム及び IHNO が行っている事業等を説明するために、当法人役員が国内

外の関係諸機関を訪問するなどし、同プログラム等についての広報・啓発活動を実施します。 

具体的には、今期においては以下の活動を予定しています。 

①  国内 

大学、専門学校、日本語学校等の教育機関を随時訪問するほか、IHNOプログラムの説明会を

原則として毎月1回以上実施。奨学金プログラムの説明会は、今期は５０回を目途に開催します。 

②  海外 

政府機関及び大学、日本語学校等の教育機関を訪問し、IHNO プログラムの説明を実施します。

前期はコロナの影響で、計画通りに海外に赴くことができなかったので、今期はインドネシア、バ

ングラデシュ、ネパール、ミャンマー、カンボジアなどへの訪問を予定しています。また、それらの

国にある教育機関において、留学希望者を対象としたセミナーの開催を予定しています。 

２ 進路（進学・就職）支援事業（定款第４条第１項第２号） 

学生又は留学生からの進路（進学・就職）に関する個別相談等の支援事業を行うことを計画し

ておりますが、今期は本格的な実施に向けての準備活動を引き続き行います。 

３ グローバル人材育成支援事業（定款第４条第１項第４号） 

⑴ 人材教育講座の趣旨 

学ぶ意欲が高い国内外の学生に対して、グローバル人材を育成する人材教育講座を実施しま

す。社会で活躍できるスキルを身に着けることで就学・就労の改善等を目的といたします。 

人材教育講座は、日本への留学を希望する学生を含む国内外の学生等を対象として開催し、

説明会、ホームページ等により、広く募集いたします。 
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人材教育講座の講師は、グローバル人材の育成という本講座の講義目的・内容に精通した専

門家等を選定いたします。 

人材教育講座の内容等については、ホームページ等により随時公表することを予定しています。 

⑵ 人材教育講座の内容 

留学生は、来日して日本語学校で日本語を学んだ後、大学や専門学校に進学します。もっとも、

日本語のレベルが低いことが原因で、希望通りに進学することができない例が多くあります。この

状況を解消するためには、留学生の日本語基礎学力の向上が必要不可欠といえます。 

そこで、人材教育講座の一環として、オンラインによる日本語講座を開設し、将来日本で活躍し

たいと考えている外国人学生等を対象に、来日前に、日本語能力試験（JLPT）N4 レベルの日本

語力を修得する機会を提供し、就学の改善を目的とするプログラムを実施します。 

 

 

 

 

加えて、社会で活躍するグローバル人材となるために必要なビジネススキル、日本の習慣やル

ール（各種労働規制、労働安全、感染症予防を含む公衆衛生等）、日本の歴史・文化に関する講

座も随時開催します。 

⑶ 人材教育講座の実施方法 

人材教育講座のうち日本語講座については、対面による実施のほかオンラインでも実施するこ

ととし、日本国内の学生・留学生及び来日前の外国人学生等も受講可能とします。 

日本語講座以外の人材教育講座については、既存の動画コンテンツ（一般公開されているもの、

あるいはライセンスを得て）を翻訳し、受講を希望する者に随時配信します。 

４ その他の事業（定款第４条第１項第６号） 

国際交流セミナー（ＩＨＮＯ奨学金プログラムにより支援を受けた奨学生の経験談その他の知見

等を共有し、当法人の活動理念である学生又は留学生への支援を通した有為な人材育成の普

及・啓発のため、奨学生、奨学生勤務先企業、日本語学校、賛助会員その他広く一般を対象とし

たセミナー）を年４回実施するための準備を検討します。 

５ 法人運営・管理 

⑴ 賛助会員の募集 

今期は、引き続き、当法人の活動の安定と拡大を企図し、また、当法人の活動理念を広く普及

するために、賛助会員を随時募集いたします。今期は、１００会員を賛助会員とすることを目標とし

ます。 

＜プログラム期間＞ N5レベル 3か月／N4レベル 3か月 

＜学習時間数＞    1レベルにつき180時間 （1日3時間） 

＜クラス人数 ＞    1クラス 20名程度  
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⑵ 内部規程の徹底及びコンプライアンスの確保 

今期も、引き続き、当法人の定款及び内部諸規程に沿った当法人の適正な運営に努め、かつ、

コンプライアンスの確保に努めます。 


